
少年福祉犯罪 別表５

1　次に掲げる罪のいずれかに当たる違法な行為

法令名 罰条 主な内容

第１１８条第１項（第５６条
及び第６３条に係る部分
に限る。）

満１５歳に達した日以後の最初の３月３１日が終了し
ていない者を労働者として使用する行為等

第１１９条第１号（第６１条
第１項、第６２条第１項及
び第２項並びに第７２条
に係る部分に限る。）

１８歳未満の者を労働者として午後１０時から午前５時
までの間において使用する行為等

第１２９条（第８５条第１項
及び第２項に係る部分に
限る。）

１６歳未満の者を船員として使用する行為等

第１３０条（第８６条第１項
に係る部分に限る。）

１８歳未満の船員を午後８時から午前５時までの間に
おいて作業に従事させる行為等

第６０条第１項 １８歳未満の者（児童）に淫行をさせる行為

第６０条第２項
身体に障害等のある児童を公衆の観覧に供する行為
等

第６０条第３項 児童養護施設等における児童の酷使

風俗営業等の規制及び業務の適
正化等に関する法律（昭和２３年法
律第１２２号）

第５０条第１項第４号から
第６号まで、第８号又は
第９号

営業所で１８歳未満の者に接待をさせる行為等

毒物及び劇物取締法（昭和２５年法
律第３０３号）

第２４条第３号（第１５条
第１項第１号に係る部分
に限る。）

毒物劇物営業者による１８歳未満の者に対する毒物
又は劇物の交付

第４条 児童買春

第５条 児童買春の周旋

第６条 児童買春の勧誘

第７条 児童ポルノの所持、提供等

第８条 児童買春等目的の人身売買等
第１７６条第３項 不同意わいせつ（１６歳未満の者に対するもの。）
第１７７条第３項 不同意性交等（１６歳未満の者に対するもの。）
第１７９条 監護者わいせつ及び監護者性交等

第１８２条 １６歳未満の者に対する面会要求等

第２２４条 未成年者略取及び誘拐

第２２６条の２第２項 人身売買

法令名 罰条 主な内容

第１１７条 暴行等による労働の強制

第１１８条第１項（第６条
に係る部分に限る。）

業として他人の就業に介入して利益を上げる中間搾
取

第１１９条第１号（第１７条
及び第３２条に係る部分
に限る。）

１週間４０時間を超える労働等

第６３条 売春等の有害業務に就かせる目的による職業紹介等

第６４条第１号、第５号又
は第１０号

無許可の有料職業紹介事業等

火薬類取締法（昭和２５年法律第１
４９号）

第５９条第２号（第２３条
第２項に係る部分に限
る。）

１８歳未満の者等に火薬類の取扱いをさせる行為

２　次に掲げる罪のいずれかに当たる違法な行為のうち、少年の心身に有害な影響を与えるものその他の少年の福祉を害するもの

労働基準法（昭和２２年法律第４９
号）

職業安定法（昭和２２年法律第１４
１号）

労働基準法（昭和２２年法律第４９
号）

船員法（昭和２２年法律第１００号）

児童福祉法（昭和２２年法律１６４
号）

児童買春、児童ポルノに係る行為
等の規制及び処罰並びに
児童の保護等に関する法律
（平成１１年法律第５２号）

刑法（明治４０年法律第４５号）



第２４条第１号（第３条第
３項並びに第３条の２第６
項及び第７項に係る部分
に限る。）

未登録販売業者による毒物又は劇物の販売等

第２４条の２第１号又は
第２号

吸飲目的のある者に対する興奮等の作用を有する毒
物又は劇物の販売等

第４１条の２又は第４１条
の４（第２０条第１項及び
第５項、第３０条の９第１
項並びに第３０条の１１に
係る部分に限る。）

覚醒剤等の譲渡し等

第４１条の３（第１９条並
びに第２０条第２項及び
第３項に係る部分に限
る。）

覚醒剤の使用等

第４１条の１１又は第４１
条の１３

覚醒剤等の譲渡しと譲受けの周旋

出入国管理及び難民認定法（昭和
２６年政令第３１９号）

第７３条の２第１項 業として外国人に不法就労活動をさせる行為等

第６４条の２又は第６６条 麻薬の譲渡し等

第６４条の３（第１２条第１
項に係る部分に限る。）

ヘロインの施用等

第６６条の２（第２７条第１
項、第３項及び第４項に
係る部分に限る。）

麻薬の施用等

第６６条の４ 向精神薬の譲渡し等

第６８条の２ 麻薬の譲渡しと譲受けの周旋

第６９条第５号
麻薬小売業者の麻薬処方箋により調剤された麻薬以
外の麻薬の譲渡し

第６９条の５ 向精神薬の譲渡しと譲受けの周旋

第７０条第１７号
向精神薬小売業者の向精神薬処方箋により調剤され
た向精神薬以外の向精神薬の譲渡し

第５２条 あへん等の譲渡し等

第５４条の３ あへん等の譲渡しと譲受けの周旋

第６条 売春の周旋等

第７条 困惑等による売春

第８条 売春の対償の収受等

第９条 売春をさせる目的による前貸し、金品等の供与

第１０条 売春をさせる契約

第１１条 売春を行う場所の提供

第１２条 売春をさせる業

第８３条の９ 業としての指定薬物の販売等の禁止

第８４条第９号 業としての医薬品の無許可販売、授与

第８４条第１８号 無承認医薬品の販売、授与

第８４条第２８号 指定薬物の販売等の禁止

第８５条第２号 １４歳未満の者等に対する毒薬又は劇薬の交付

第５８条 売春等の有害業務に就かせる目的の労働者派遣

第５９条第１号（第４条第
１項に係る部分に限る。）
又は第２号

港湾運送・建設・警備業務等への労働者派遣事業等

覚醒剤取締法（昭和２６年法律第２
５２号）

あへん法（昭和２９年法律第７１号）

毒物及び劇物取締法（昭和２５年法
律第３０３号）

売春防止法（昭和３１年法律第１１
８号）

労働者派遣事業の適正な運営の
確保及び派遣労働者の保護等に
関する法律（昭和６０年法律第８８
号）

麻薬及び向精神薬取締法（昭和２８
年法律第１４号）

医薬品、医療機器等の品質、有効
性及び安全性の確保等に関する法
律（昭和３５年法律第１４５号）



第３条第１項、第２項 不特定又は多数の者への提供等

第３条第３項
提供等させる目的で電気通信回線を通じた記録提供
又は記録物の提供

第２０条 契約解除に伴う不実の告知、困惑

第２１条 説明書面、契約書面等の不交付、虚偽記載等

第２条 性的姿態等撮影
第３条 性的影像記録提供等
第４条 性的影像記録保管
第５条 性的姿態等影像送信
第６条 性的姿態等影像記録

青少年の健全な育成を図ることを
目的とする地方公共団体の条例
（罰則が罰金刑以下の罪を除く。）

青少年に対する淫行等

第１７６条第１項、第２項 不同意わいせつ
第１７７条第１項、第２項 不同意性交等
第１８１条 不同意わいせつ等致死傷
第１８３条 淫行勧誘
第２２０条 逮捕及び監禁

第２２１条 逮捕等致死傷

第２２５条 営利目的等略取及び誘拐

第２２５条の２ 身の代金目的略取等

第２２６条 所在国外移送目的略取及び誘拐

第２２６条の２（第２項を
除く。）

人身売買

第２２６条の３ 被略取者等所在国外移送

第２２７条 被略取者引渡し等

第２２８条の３ 身の代金目的略取等予備

※　刑法の一部を改正する法律(平成29年法律第72号)施行前の行為については、旧刑法の強姦、準強姦、集団強姦
等を対象に含む。

刑法（明治４０年法律第４５号）

性的な姿態を撮影する行為等の処
罰及び押収物に記録された性的な
姿態の影像に係る電磁的記録の消
去等に関する法律（令和５年法律
第６７号）

私事性的画像記録の提供等による
被害の防止に関する法律（平成２６
年法律第１２６号）

性をめぐる個人の尊厳が重んぜら
れる社会の形成に資するために性
行為映像制作物への出演に係る被
害の防止を図り及び出演者の救済
に資するための出演契約等に関す
る特則等に関する法律（令和４年法
律第７８号）


